
日立市告示第１０３号 

 

日立都市計画下水道の変更について 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１

９条第１項の規定により日立都市計画下水道を変更したので、同法第２１条第２項に

おいて準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の規

定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。  

 

令和５年１２月１５日 

 

日立市長  小 川 春 樹    

 

記 

 

１ 都市計画の種類 

  都市計画下水道（日立市公共下水道） 

 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

(1) 排水区域 

   追加する部分 日立市 滑川本町３丁目及び東滑川町３丁目の各一部 

 (2) 会瀬中継ポンプ場 

   追加する部分 日立市 会瀬町１丁目の一部 

   削除する部分 日立市 会瀬町１丁目の一部 

 

 

３ 縦覧場所 

  日立市役所 都市建設部 都市政策課 

 

以 上 

  



 

 

 

 

 

 

日立都市計画下水道の変更 

 

（ 日 立 市 決 定 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令 和 ５ 年 度 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨 城 県 日 立 市 



 

 
日立都市計画下水道の変更（日立市決定） 

 
 

 日立都市計画日立市公共下水道「２．排水区域」及び「４．その他施設」を次のように

変更する。 

 

２．排水区域 「排水区域は総括図表示のとおり」 

        （備考）面積 約 2,086ha（うち処理区域 約 2,086ha） 

   

 

４．その他施設     

 

内          訳 位         置 備   考 

池の川処理場 日立市東成沢町二丁目 約   28,300m2  

旭町第一中継ポンプ場 日立市旭町二丁目 約     600m2  

桐木田中継ポンプ場 日立市神峰町二丁目 約     700m2  

会瀬中継ポンプ場 日立市会瀬町一丁目 約     500m2  

浜の宮中継ポンプ場 日立市東町四丁目 約     200m2  

旭町第二中継ポンプ場 日立市旭町一丁目 約     100m2  

初崎中継ポンプ場 日立市旭町三丁目 約     100m2  

橋下中継ポンプ場 日立市白銀町二丁目 約     200m2  

戸崎中継ポンプ場 日立市東成沢町三丁目 約     700m2  

河原子中継ポンプ場 日立市河原子町三丁目 約    2,000m2  

東成沢中継ポンプ場 日立市東成沢町一丁目   約    1,200m2  

田沢中継ポンプ場 日立市滑川本町五丁目 約     500m2  

滑川中継ポンプ場 日立市東滑川町一丁目 約    2,500m2  

東町中継ポンプ場 日立市東町四丁目 約     200m2  

「区域は計画図表示の通り」 

 

 

理 由 

 
 

都市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与するとともに、太平洋及び各河川をはじめ

とする公共用水域の水質保全及び住民の生活環境の改善に資するため、日立市公共下水

道を本案のとおり変更するものである。 
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